
公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

継続支出の
有無

公益財団法人スター
ダンサーズ・バレエ
団

4010405010382
文化芸術振興費
補助金

86,595,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定

文化芸術振興費補助金及び
芸術文化振興基金による助
成金は、年度毎に下記により
適正に交付されている。
・助成対象活動の採択に当
たっては、芸術文化振興基
金運営委員会（文化芸術に
関して優れた識見を有する１
５名以内の運営委員で構成）
を設置するとともに、さらにそ
の下に分野別の４部会と１４
専門委員会を設置し、各分野
の実情と特性に応じた厳正
な審査を行っている。
・上記の審査に先立ち、助成
金募集案内及びホームペー
ジにおいて審査基準を公表し
ているほか、助成対象活動
の決定後は、助成対象活動
名、助成対象団体名、助成
金交付予定額、審査方法及
び審査に当たった委員の氏
名等を公表し、透明性を確保
している。

有

公益財団法人ニッセ
イ文化振興財団

3010005014504
芸術文化振興基
金助成金

13,544,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人関西
フィルハーモニー管
弦楽団

1120005019428
文化芸術振興費
補助金

24,096,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人東京
シティ・バレエ団

5010605002096
文化芸術振興費
補助金

21,956,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人東京
シティ・バレエ団

5010605002096
文化芸術振興費
補助金

17,538,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人東京
交響楽団

8011105004811
文化芸術振興費
補助金

100,000,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人東京
二期会

6011005003254
文化芸術振興費
補助金

120,000,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人サント
リー芸術財団

6010405008235
文化芸術振興費
補助金

50,517,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人ニッセ
イ文化振興財団

3010005014504
文化芸術振興費
補助金

30,427,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

点検結果
（見直す場合はその内容）

独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての見直しの状況

公益法人の場合
交付又は支出先法人名

称
名目・趣旨等

交付又は支出額
（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も
しくは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

法人番号

様式８



公益財団法人札幌
市芸術文化財団

2430005001304
文化芸術振興費
補助金

12,446,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益財団法人札幌
市芸術文化財団

2430005001304
文化芸術振興費
補助金

11,057,000 - 令和2年4月1日 － 公財 国認定 同上 有

公益社団法人関西
二期会

3120005012199
文化芸術振興費
補助金

11,851,000 - 令和2年4月1日 － 公社 国認定 同上 有

公益社団法人関西
二期会

3120005012199
文化芸術振興費
補助金

14,351,000 - 令和2年4月1日 － 公社 国認定 同上 有

公益社団法人大阪
フィルハーモニー協

3120005015292
文化芸術振興費
補助金

43,769,000 - 令和2年4月1日 － 公社 国認定 同上 有

公益社団法人日本
劇団協議会

7011105005414
芸術文化振興基
金助成金

11,203,000 - 令和2年4月1日 － 公社 国認定 同上 有

公益社団法人日本
舞踊協会

1010005018787
文化芸術振興費
補助金

13,568,000 - 令和2年4月1日 － 公社 国認定 同上 有

公益社団法人落語
芸術協会

5011105004830
文化芸術振興費
補助金

44,752,000 - 令和2年4月1日 － 公社 国認定 同上 有

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


